
 

■ 道では、屋外広告物条例施行規則（以下「規則」といいます。）を改正し、継続

許可申請の際に提出する「屋外広告物点検結果報告書（別記第 3 号様式の 2）」の

様式を改正しましたのでお知らせします。 

 

■ 平成３０年９月１日以降に継続許可を申請する際は、新様式で報告してください。 

 

【主な改正点】 

１ 「点検項目」ごとに点検結果を記載 

これまで、点検部位ごとに異常の有無、異常の内容、改善の概略を記載していただいて

いましたが、より詳細な「点検項目」を追加し、それぞれ点検結果を記載していただくこと

になりました。 

 

２ 広告物ごとに報告書を作成 

広告物が複数ある場合は、広告物ごとに報告書を作成してください。 

１基目の広告物の報告書は出願者、管理者の記載欄がある様式を、２基目以降について

は出願者、管理者の記載欄がない様式を使用してください。 

新たに設けた「報告書番号」欄に任意の番号を記入するとともに、添付する写真にも報

告書番号を記入し、対応する写真がわかるようにしてださい。 

 

３ 記入欄の追加 

（1）「固定広告物の種類」欄 

該当する広告物の種類に、○印を付してください。 

（2）「該当事項」欄 

「点検項目」の点検対象となる場合は、○印を記入してください。 

（3）「点検方法」欄 

目視、打診等その広告物を点検する際に用いた点検方法を記載してください。 

（4）「点検結果に関する特記事項」欄 

異常がある広告物に改善措置をしていない場合の理由や、総合的な所見など特記事項

を記載してください。 

 

■ 固定広告物の全体、表示面（複数の表示面がある場合は、それぞれの面）、接合部及び基

礎の状態を把握することができるカラー写真（申請前 30 日以内に撮影したものに限る。）

を添付してください。 

 

■ 新様式は、北海道のホームページに掲載していますので、ダウンロードしてご利用くだ

さい。 

・「北海道屋外広告物点検結果報告書」（規則別記第 3号様式の 2） 

北海道屋外広告物 点検結果報告書 検索   

 

屋外広告物点検結果報告書の様式が変わりました。 

北海道屋外広告物条例施行規則の一部改正について 
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